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― 次 第 ― 

 

１ 開    会    

 

 

２ あ い さ つ 

 

 

３ 議    事    

（１） 平成２８年度市民活動表彰者の選考について 

市民活動表彰者資料（資料１） 

 

（２）先進的活動団体との勉強会の実施（先進地視察）について 

平成２８年度 鳥取市市民自治推進委員会視察（日程）（資料２－１） 

視察先の状況について（資料２－２） 

「協働のまちづくりガイドライン」及び「地区公民館の活用の基本方針」策定

の趣旨（資料２－３） 

 

４ そ の 他 

 

 

５ 閉   会 

 

第４回 鳥取市市民自治推進委員会 

 

日時 平成２８年１０月２７日（木）10:00～12:00 

場所 市役所本庁舎 ４階第４会議室 

































資料２-１

平成２８年度　鳥取市市民自治推進委員会　視察 （日程）

とき 平成２８年１１月９日（水）
ところ 島根県松江市　（玉湯地区公民館：第６８回優良公民館表彰受賞）

島根県雲南市
参加者 鳥取市市民自治推進委員会　委員 10人

事務局 3人
協働推進課 1人
教育委員会 2人

合計 16人 最大人数

視察内容 これからの地区公民館のあり方とまちづくりの仕組みについて

松江市 ・公設自主運営方式の公民館の仕組み（自主財源）
・自主運営後の行政との関わり
・職員の雇用システム、人事管理
・社会教育施設としての業務内容
・地域の拠点としての公民館の業務（地域とのかかわり）
・課題と感じている点

雲南市 ・交流センターへの移行の流れ
・交流センターの運営の状況（自主財源）
・自主運営後の行政との関わり
・職員の雇用システム、人事管理
・町内会・自治会との関係
・現在困っている点



視察先の状況             資料２－２ 
 倉吉市（参考） 松江市 雲南市 

施設名 地区公民館 地区公民館 交流センター 
設管条例 倉吉市公民館条例（社会教育法に基づく） 松江市公民館の設置及び管理に関する条

例（社会教育法に基づく） 
雲南市公民館運営協議会連合会（雲南市ま

ちづくり基本条例に基づく） 
施設数 １３館 ３２館 ３０館 
運営方式 指定管理 指定管理 指定管理 
委託先 公民館管理委員会（地区ごとに設置） 地区公民館運営協議会（地区ごと） 

 
地域自主組織 

事業内容 ・学級・講座（教育事業）の開設 
・住民活動の実践化 
・社会団体育成・連携・調整 
・人権教育の推進 
・広報 
・職員研修への参加 
・その他 

（１）社会教育施設としての役割 
①文化活動やレクリエーション活動など

の機会の提供、生活の資質向上 
②地域課題等の問題を解決するための学

習機会の提供 
③現代社会の緊張を緩和する活動や創造

力を高める活動の提供 
④地域の情報センター、相談センターとし

てのサービス提供 
⑤地域の連帯感の醸成、自治振興の基盤づ

くり 
⑥地域の教育力を高める活動 
（２）地域の拠点としての公民館 
①コミュニティづくりのコーディネート

②地域福祉の推進 
③人権教育の推進 
④子どもの育成と学社融合・連携 
⑤地域防災・環境問題の取り組み 

・市民活動支援機能 
・生涯学習機能 
・福祉機能 

職員管理 館長は市雇用（非常勤） 人事については松江市公民館運営協議会連 地域自主組織が直接雇用 



視察先の状況             資料２－２ 
職員は公民館管理委員会雇用（常勤） 合会所管  詳細不明  

所管部署 教育委員会 生涯学習課 教育委員会 生涯学習課 政策企画部 政策推進課 
その他 公民館使用料を徴収し使用料は公民館管

理委員会の収入となる 
（多いところは 100 万/年以上） 
公民館業務以外の業務を職員が行ってお

り、それによる業務過多が課題 
社会教育を熱心に行っている。 
職員は６０歳定年 

  

質問事項  地区公民館の業務内容について 
地区公民館と地域との関係性 
まちづくりへの取り組み 
指定管理の内容 
（施設管理、人件費、事業運営） 
受託先と行政との連携 
職員体制 
職員管理（採用、異動、給与、退職） 

地区公民館の業務内容について 
地区公民館と地域との関係性 
まちづくりへの取り組み 
指定管理の内容 
（施設管理、人件費、事業運営） 
受託先と行政との連携 
職員体制 
職員管理（採用、異動、給与、退職） 
社会教育をどのように担保しているのか 
地域自主組織と区長会との関係 
町内会・地域自主組織への住民参画の状況 
公民館から交流センターに移行した時に

発生した課題、問題 

 



1 

「協働のまちづくりガイドライン」及び「地区公民館の 
活用の基本方針」策定の趣旨 

 

本市は、平成20年４月に「鳥取市自治基本条例」を制定し、中央集権型システムのもとで

の行政運営から、市民との協働による行政運営への転換を図り、市民参画の促進、民間活力の

活用などを積極的に進め、市民の皆さんと協働のまちづくりに取り組んでまいりました。 

その結果、企業の進出により雇用の活性化や、ＵＪＩターンの促進による移住者の増加、そ

して各地域において「まちづくり協議会」が発足し、個性豊かな自然・文化など固有の風土を

生かした特色あるまちづくりが進められているところです。 

本市では鳥取市創生総合戦略、第１０次鳥取市総合計画において、「ひとづくり」「しごと

づくり」「まちづくり」を柱に据え取り組んでいます。これらの取り組みを行う上で市民との

協働は欠かすことのできないまちづくりの基本原則であり、地域生活を持続し、そこに住む人

たちが幸せに暮らすためには、福祉や防災・防犯、教育、文化、就労、公共交通、まちづくり

など、さらに幅広い視点での取り組みが、コミュニティに期待されています。 

しかし一方で、出生率の低下や若者を中心とする転出超過を要因とする人口減少、住民の高

齢化、さらに小規模な家族世帯の増加や価値観の多様化などの社会構造の変化に伴い、地域活

動に参加することが難しい世帯が増加し、これらによる地域コミュニティの結束力低下は、ま

ちづくり協議会においても活動の広がりを阻む要因となっています。 

地域社会における様々な生活課題に対応することは、支援を要する者が地域でその人らしい

生き方を全うすることで自己実現を可能とすると同時に、支援する者も地域における活動を通

じて自己を実現する事でもあります。住民が時と場合に応じて、支え、支えられるという支え

あいの関係を構築する、いわば相互の自己実現を地域で可能にしていくことが、幸福度の高い

地域社会を築いていくことに繋がります。 

「協働のまちづくりガイドライン」及び「地区公民館の活用の基本方針」は、本市が目指す

将来像である「いつまでも暮らしたい、誰もが暮らしたくなる、自信と誇り・夢と希望に満ち

た鳥取市」の実現のため、地域の自主的な活動を促進するための基盤整備や、地域コミュニテ

ィの強化に向けた制度の見直しなど、市民と行政の協働によるまちづくりにさらに磨きをかけ

るための指針として策定するものであり、これらの施策に共に取り組むことで、幸福度の高い

地域社会の構築を目指すものです。 
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地域運営組織（まちづくり協議会）の形 

 

 

 

■本市の協働のまちづくりにおける課題 

１. 地域コミュニティの基盤となる町内会未加入者の増加 

２. 地域によっては、地区自治会とまちづくり協議会という、地域運営組織となりうる組織が

同時に並行して存在する。また、中心となる活動者が町内会長である場合が多く、その町

内会長任期が 1 年である場合があることから連綿とした事業に繋がりにくい。 

３. 地域コミュニティ（自治会）が主導であり、テーマコミュニティの参画が弱い。 

４. 財政的に地域コミュニティに依存している。財政基盤が弱い。 

５. 公民館職員が事務局を行うことで、地区公民館（行政）に活動を依存しがちになる 

６. 地区公民館の生涯学習事業、地区自治会事業、まちづくり協議会事業の趣旨・目的が十分

理解されていないため住民参画に理解が得られにくい。 

７. 専任職員がいない。 

 

■今後の方向性 

１. 町内会、地区自治会のあり方を見直し、加入しやすい組織を構築する。 

２. 地区自治会とまちづくり協議会の融合を図り、役員の複数年化を推進。 

３. テーマコミュニティの育成を図る。 

４. 新たな財政支援制度の構築。 

５. まちづくり協議会の自立を促す。（事務局の自立…地区公民館職員の民間化） 
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６. 地区公民館の生涯学習事業、地区自治会事業、まちづくり協議会事業のそれぞれの趣旨・

目的の明確化。 

７. 専任職員を確保できる組織運営づくり。 

 

■協働のまちづくりに関する具体施策 

１. 町内会、地区自治会のあり方を見直し、加入しやすい組織を構築する。 

(ア) 鳥取市自治連合会と共に組織の見直しを図る。 

(イ) 町内会未加入世帯、地区自治会未加入組織に対し加入促進を図る。 

２. 地区自治会とまちづくり協議会の融合を図る。 

(ア) 地区自治会とまちづくり協議会を一本化し、その代表が鳥取市自治連合会に地区の代

表として出席する。 

(イ) 運営に関わる役員は複数年業務に関わり、地域運営を主導する。 

３. テーマコミュニティの育成、地域運営組織への参画を促進する。 

(ア) 組織化への情報提供と地域コミュニティとのマッチング。（市ボラセン：県活性化セ

ンター） 

４. 新たな財政支援制度の構築 

(ア) 自治会、まちづくり協議会と個別に助成対象としていた補助金の見直し。 

５. まちづくり協議会の自立を促す。 

(ア) 収益事業の促進 

(イ) 指定管理の受託等による運営基盤の強化 

６. 地区公民館の生涯学習事業、地区自治会事業、まちづくり協議会事業のそれぞれの趣旨・

目的の明確化。 

(ア) 地区公民館の活用の基本方針において明確化 

７. 組織運営を行う人員についての見直し提案 

(ア) 地区公民館の活用の基本方針において明確化 

８. 専任職員を確保できる組織運営づくり。 

(ア) まちづくり協議会組織の企業化 

 

  



4 

地区公民館の運営形態 

 

■本市の地区公民館における課題 

１. 「社会教育」という本来の公民館としての業務が不明瞭 

２. 本来行うべき業務でない仕事を地域からの依頼を受け行っている 

３. ２により公民館職員の業務が多くなっている 

４. 現状では雇用形態が不安定で、職員が定着しにくい 

５. 公民館の管理責任を負う館長の業務時間が短く管理しきれない 

６. まちづくり協議会が地区公民館施設を活用して収益事業をしようとしても社会教育法に

よりできない。 

７. 社会教育施設でありながら、社会教育に関する取り組みが著しく弱い 

  

現状 
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想定する地区公民館とまちづくり協議会 

 

 

■今後の方向性 

１. 地区公民館を社会教育法の適用を除外し、本市のまちづくりに見合う機能を有した「コミ

ュニティセンター」とする。 

２. コミュニティセンターにはまちづくり協議会の事務局としての機能を持たせる。 

３. 運営は地域運営組織に委託、若しくは指定管理とする。 

４. 必ず常勤の館長を配置し、施設及び人事管理を行う。 

５. コミュニティセンター職員は、コミュニティセンター業務以外に地域運営に必要な業務を

行う。 

６. 5 により不足する人件費については、受託者が確保する。 
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■協働のまちづくりに関する具体施策 

１. 地区公民館を社会教育法の適用を除外し、本市のまちづくりに見合う機能を有した「コミ

ュニティセンター」とする。 

(ア) 条例の改正 

(イ) コミュニティセンターの位置づけ、業務内容、運営方法 

２. コミュニティセンターにはまちづくり協議会の事務局としての機能を持たせる。 

３. 運営は地域運営組織に委託、若しくは指定管理とする。 

(ア) まちづくり協議会の組織強化及び自主性を促す 

(イ) 委託内容、委託方法、時期、金額等についての検討 

４. 必ず常勤の館長を配置し、施設及び人事管理を行う。 

５. コミュニティセンター職員は、コミュニティセンター業務以外に地域運営に必要な業務を

行う。 

６. 5 により不足する人件費については、受託者が確保する。 


